
   阿 久 根 市 地 域 防 災 計 画 （ 修 正 案 ） に 対 す る 意 見 と 阿 久 根 市 の

考え方  

 

 １ 月 ２ ３ 日 か ら ２ 月 ２ ２ 日 ま で の 間 に 募 集 し ま し た 「 阿 久 根 市 地

域 防 災 計 画 （ 修 正 案 ） 」 に つ い て の 意 見 と 阿 久 根 市 の 考 え 方 に つ い

て掲載します。  

 

●提出人数  １名  

●提出のあった意見数（要望含む。）  ２１件  

 

風水害・震災対策編 

番号 意 見 市の考え方 

１ 通し番号のページの表記に加えて、

内容がわかる表示をする。 

理由：目的に合った内容を見ている

か確認がしやすいと思う。 

例）ページの→62 風水害対策、ペ

ージの 125→125 震災対策 

参考資料：島原市地域防災計画のペ

ージ表記 など。 

 貴重な御意見ありがとうございます。

表示の見やすさについての御意見とし

て今後の参考とさせていただきます。 

２ 文の中に「～に準ずる」と別のペー

ジを参照する箇所にページ番号を記載

する。 

理由：ページを記載すると早く確認

でき、参照しやすいと思う。 

例）P128 の 第 3 編第 1 部第 1 章

第 4 節 「広域応援体制」に準ずる

→P70 第 3 編第 1 部第 1 章第 4 節

「広域応援体制」に準ずる 

 貴重な御意見ありがとうございます。

確認のしやすさについての御意見とし

て今後の参考とさせていただきます。 

３ P3 第２章 防災機関の業務の大綱

に「その他防災上重要な施設の管理者

等」として近隣の物流事業者と協定を

結び、大綱に記載する。災害物資の特

別仕分け場を担っていただく。 

理由：集まる支援物資の配送を円滑

に行うため。 

出荷できるようにする。また輸送を

円滑化するために必要なら、ヤマト運

輸とアマゾンジャパンは支援物資の一

時保管場所を確保する。 

理由：熊本地震の際、市が指定して

貴重な御意見ありがとうございます。

今回の修正で積極的な災害時応援協定

締結における記載（P22 広域応援体制の

整備）及び資料編への表の追加（P36 災

害に係る他機関及び団体との相互応援協

定等）をしたところであります。 

今後の修正の参考とさせていただきま

す。 



いない、手の届きにくい避難所まで物

資の供給が不要な過剰を起こさず配送

できていたから。 

参考資料：日本経済新聞 「徳島

県、ヤマト・アマゾンと連携 災害時

の物資輸送で」 

http://www.nikkei.com/article/DGXL

ZO89022110X00C15A7LA0000/ 

一部引用～県とアマゾンは昨年、被災

者が生活に必要な物資などを「ほしい

物リスト」に登録して公開すると、閲

覧者が寄付として物資を購入し、避難

所まで届けるサービスを実施すると発

表した。今回の協定は物流面から具体

的に支えるもの。 

アマゾンは、全国９カ所の物流セン

ターに災害物資の特別仕分け場を設置

し、迅速に荷物を 

４ P3 第２章 防災機関の業務の大綱

に「その他防災上重要な施設の管理者

等」としてアマゾンと協定を結び、

P89 の「・ 個人からの義援はできる

だけ義援金でお願いしたい。」の１つ

の利用先として提示しておく。 

参考資料：提案３と同じ。 

 貴重な御意見ありがとうございます。

今回の修正にて積極的な災害時応援協

定締結における記載（Ｐ22 広域応援体

制の整備）及び資料編への表の追加（P36

 災害に係る他機関及び団体との相互応

援協定等）をしたところであり，今後の

参考とさせていただきます。 

５ P25 避難体制の整備 の中に広域

避難についての文章を加える。 

理由：P146 において広域避難につ

いての記載があるが、そこにつながる

文章として P２５~避難体制の整備の

中に示す必要があると思う。 

 貴重な御意見ありがとうございます。

P25 避難体制の整備では，市の指定避

難所に係る整備や避難経路について記載

しております。広域避難については関係

自治体等との協議調整も必要であり今後

の参考とさせていただきます。 

６ P27、P56 の「なお，避難に際して

は，特に，高齢者，障がい者その他の

要配慮者の安全な避難について留意す

る。」に、妊産婦、乳幼児を加える。

理由：避難時の要配慮の必要性が高

く、その内容も高度なため、その他と

して括らず明記するのがいいと思う。

 貴重な御意見ありがとうございます。

要配慮者の中で自力での移動が困難な

方を避難行動要支援者と位置付けており

ます。高齢者や障がい者には寝たきりの

方や，車いすを使用し避難の際に介助を

必要とする可能性が高いことからこのよ

うな記載としております。妊産婦，乳幼

児も要配慮者ではありますが，個別に表

記することについては，今後の参考とさ

せていただきます。 



７ P61 市災害対策本部の組織 を文章

で表しているが、組織図を記載する。

理由：事前に理解し円滑に機能する

ため。（P21 災害対策本部運営マニ

ュアルの作成とあるが、この計画書に

図の表示がわかりやすい） 

参考資料：島原市地域防災計画 風

水害応急－８ 組織図 

 貴重な御意見ありがとうございます。

御指摘の件につきましては，資料編 

参考（阿久根市災害対策本部組織表）で

記載しております。 

８ P109 ７ 小中学校児童生徒の集団

避難 （5）避難場所 とあるが、保

護者に引き渡せない子供はどこの避難

所に誰が連れていき保護するかまで記

載する。 

理由：保護者は一定の時間内に引き

渡し場所へ行くことが困難な場合があ

るため、引き渡し時間後について明記

しておき、混乱を防いでほしい。 

 貴重な御意見ありがとうございます。

市が指定する避難所を開設した場合，

原則として市の職員を配置することとし

ております。保護者に引き渡すまではそ

れぞれの避難所で保護し，保護者との連

絡に努めることとしています。 

要望 P70 広域応援体制 協定に基づき

迅速に応援を要請する とあるが、災

害時に応援を要請した場合、どちらが

車両を用意する～避難者の扱いまで協

定で取り決めて記載してほしい。 

 貴重な御意見ありがとうございます。

御意見につきましては，協定を基本と

して具体的に定めることとしておりま

す。 

要望 P130 津波予報の種類と開設 の放

送について、危険のレベルにより、津

波注意と大津波の警報の録音はトーン

を変えて放送する。 

理由：大きな危険が迫ってきたら単

調な調子の放送ではなく、鬼気迫る放

送が避難行動を急がせるのに効果的だ

と防災に関する本で見ました。（本の

名前を忘れました・・・阿久根市立図

書館にあります） 

 貴重な御意見ありがとうございます。

 市では現在，大津波警報が発令された

場合，Jアラート（全国瞬時警報システ

ム）にて住民への周知がされることとな

っております。警報サイレンの吹鳴及び

高台への避難を呼びかける内容になって

おりますので，緊急性は高いものと考え

ております。 

要望 これから作成されるマニュアル、手

順書をなるべく公開し、防災リーダー

やボランティア団体の教育、市民の意

識向上に生かしてほしい。 

 貴重な御意見ありがとうございます。

市の防災力向上の取組として今後の参

考とさせていただきます。 

※ 意見（要望含む。）については，項目の番号を除き，原文のまま掲載してあります。 

 

 

 

 



原子力対策編 

番号 意 見 市の考え方 

１ P6 「第６節 計画の基礎とする

べき災害の想定」に想定される被

爆の影響を明記する。 

理由：避けるべき事象は何か，

何が優先かが明確になるから。 

参考資料：掛川市 地域防災計

画 原子力対策編 P6 第５節

計画の基礎とするべき災害の想定 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

被ばくの影響に対する優先性等の明記

についての御意見として，今後の参考と

させていただきます。 

 

２ P16 対策本部体制の組織図を記

載する。 

理由：視覚的に理解でき，わか

りやすいから。 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

対策本部体制の組織図につきまして

は，今後検討いたします。 

３ P32 「  市は，県と連携し，

緊急時に住民等が避難を行う際に

安定ヨウ素剤を配布することがで

きるよう配布場所，配布のための

手続，配布及び服用に関与する医

師，薬剤師の手配等について，あ

らかじめ定めるとともに，配布用

の安定ヨウ素剤をあらかじめ適切

な場所に備蓄しておくものとす

る。」に，「配布用の安定ヨウ素

剤」の後に「予防服用の効果，服

用対象者，禁忌等について説明す

るための説明書，問診票，配布マ

ニュアル等」を加える。 

理由：準備をしておき、配布決

定後速やかに配布するため。 

参考資料：掛川市 地域防災計

画 原子力対策編 P33   

 貴重な御意見ありがとうございます。 

安定ヨウ素剤配布に併せて，説明書等

を配布するための準備についての御意見

として，今後の参考にさせていただきま

す。 

 

４ P32 「  市は，県と連携し，

避難する住民等に対して安定ヨウ

素剤を配布する。」を，「市は，

県と連携し,又は独自の判断によ

り，避難する住民等に対して安定

ヨウ素剤を配布する。」と記載す

る。 

理由：P43には「  市は，県と

連携し，原子力災害対策本部の指

 貴重な御意見ありがとうございます。 

P３２は予防服用体制の整備についてで

あり，P４３は予防服用について，記載し

ており，それぞれの項目で内容が異なっ

ておりますので，このように表示いたし

ております。御意見については，今後の

参考とさせていただきます。 

 



示に基づき，又は独自の判断によ

り，住民等に対し，原則として医

師の関与の下で安定ヨウ素剤を配

布するとともに，服用を指示する

ものとする。」とあり、言葉をそ

ろえるため。 

５ P47 「 ～所在を把握できる広

域避難者等に配慮した伝達を行う

ものとする。」に，「居住地以外

の市町村に避難する被災者に関す

る情報を共有する仕組みの整備 市

は県の支援のもと，居住地以外の

市町村に避難する被災者に対して

必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け渡すことができ

るよう，被災者の所在地等の情報

を避難元と避難先の市町村が共有

する仕組みを整備し，円滑な運

用・強化を図るものとする。」を

加える。 

理由：避難先自治体などからの

サービスを受けられるように，ま

た，阿久根市が把握できていない

広域避難者の情報を避難先自治体

などから得て，阿久根市の状況，

サービス内容，その期日他，必要

な情報を避難者へ伝達し，孤立を

防ぐため。 

参考資料：掛川市 地域防災計

画 原子力対策編 P２９ 第７ 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

広域避難者の情報を避難先自治体と共

有し，避難者の孤立を防ぐことについて

の御意見として，今後の参考とさせてい

ただきます。 

 

６ 静岡県掛川市の地域防災計画 

原子力対策編には「第１３節 復

旧・復興事業からの暴力団排除」

がある。阿久根市も明記する。 

引用～ 第１３節 復旧・復興事

業からの暴力団排除 【担当班：総

括班】 市は、県警察と協力し、暴

力団等の復旧・復興事業への参

入・介入の実態把握に努めると と

もに、関係行政機関、業界団体等

に必要な働きかけを行うなど、復

 貴重な御意見ありがとうございます。 

復旧・復興事業からの暴力団等の排除

についての御意見として，今後の参考と

させていただきます。 

なお，本市では阿久根市暴力団排除条

例（平成24年阿久根市条例第24号）等に

より市の事務事業への暴力団の介入等が

ないようにしております。 

 

 



旧・復興事業からの暴 力団排除活

動の徹底に努めるものとする。 

理由：復旧・復興事業はその目

的から巨額長期の事業であり、暴

力団等の参入・介入による復興の

妨げを排除するため。（過去の復

興の現場における知見から記載さ

れたものと推測しました） 

要望 P9 受入市町の業務が列記して

あるが，受入市町とはP９に記載の

業務が遂行されるよう協定を結

ぶ，これから附則などして災害時

は実行されるよう内容を明記す

る。 

理由：受入市町を調査したとこ

ろ，避難施設のカギを開ける以外

の用意は無かったことから，協定

に記載の業務を記載し，実行して

いただくため。 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

受入市町とは協議や訓練等を通じてそ

れぞれの役割等を確認しており，今後も

連携を図っていくこととしております。

御意見については，今後の参考とさせて

いただきます。 

 

要望 P44 ７ 学校等施設における避

難措置 「避難のための立退きの

勧告又は指示等があった場合は，

あらかじめ定めた避難計画等に基

づき，教職員の指示・引率のも

と，迅速かつ安全に生徒等を避難

させるものとする。」とあるが、

この「あらかじめ定めた避難計画

等」を生徒保護者に開示してほし

い。 

理由：保護者に子供の処置を事

前に知らせることで保護者は先の

見通しが立ち、混乱を防ぐことが

できるため。 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

 御意見については，各学校へお知らせ

いたします。 

 

要望 年少者に対する避難とヨウ素剤

配布の優先性を明記してほしい。 

H29年2月1日に鹿児島県原子力安

全・避難計画等防災専門委員会 に

対して佐藤 暁氏から平成 28 年度

鹿児島県原子力防災訓練視察の所

感が出されたが、P1に「同じ環境

に曝露されても、より高い甲状腺

 貴重な御意見ありがとうございます。 

今後の参考とさせていただきます。 

 



被曝を受ける年少者の避難の優先

性も考慮される必要があると思わ

れます。」とあります。年少者、

乳幼児、妊産婦など被爆に弱い人

への対応は多く指摘されながら実

行する自治体は少ない状態です。

阿久根市としてその優先性を考慮

した先駆的な計画を立てていって

ほしいです。 

参考資料：鹿児島県HP 第2回委員

会（平成29年2月7日）参考資料資

料 

https://www.pref.kagoshima.jp/aj0

2/documents/56880_2017020713170

2-1.pdf 

要望 災害時広域支援計画を立てる

（他市町村の被災地への支援計

画） 

理由：市は自分のところの市民

に対する支援は計画しても広域の

被災地への支援は計画してこなか

った。受け入れ自治体を調査する

と、原子力災害時の広域避難先で

あっても避難所のカギを開ける以

外の支援の用意は無かった。この

意識のずれを解消し、互いに有効

な関係を構築するために、阿久根

市の他地域に対する災害時支援計

画を立てて相手の地域のメリット

を明らかにして相互支援協定を広

げていく。 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

 互いに有効な関係を構築し，相互支援

協定を展開していくことについての御意

見として，今後の参考とさせていただき

ます。 

 

 

※ 意見（要望含む。）については，項目の番号を除き，原文のまま掲載してあります。 


